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東京都共同募金会 令和７年度 地域配分(Ｂ配分)<令和８年度使用分>  申 請 要 領 
 

Ⅰ 応募資格 

1)東京都の区域内に所在する地域福祉の推進を目的とする事業をおこなう各種民間社会福

祉施設、団体など 

①社会福祉法第 2条に定める児童厚生施設（児童館） 

②社会福祉法及び東京都補助要綱による保育施設（保育室・認証保育所を含む） 

③障がい児・者の地域生活支援及び就労支援をおこなう施設・団体 

④社会福祉関係通知等による施設 

⑤その他、地区配分推せん委員会において認められた、地域福祉の推進を目的とする団体 

※会社法人が経営、学校法人および特殊法人が運営する施設は対象になりません。 

2)原則として、申請時点において事業開始から 1年以上経過していること 
 

Ⅱ 申請対象事業 

1)地域福祉の向上に資すると判断され、寄付者の信頼にも充分に応えられる事業であること 

2)令和８年度に実施する事業であること（令和７年度末の配分決定通知以前に実施(購入) 

するものは対象となりませんのでご注意ください。） 

3)申請は１施設・団体につき内容、空間などで括ることができる目的を１つとした１事業に

限ること（目的の異なる２つ以上の事業を申請することはできません。例：備品整備と宿

泊研修、など） 

◇指定障害福祉サービス事業者における施設の単位は、施設数もしくは東京都における 

事業所指定書の取得数、いずれか小さい数とすること。（例：共同生活援助におけるユ

ニットは、指定番号を受けた１つの施設に含めて申請。） 

4)施設・団体維持のための運営費（人件費、家賃、光熱水費など）ではないこと 

5)日常の活動に使用しないものではないこと 

6)事務管理を主な目的とした備品整備(防犯設備等含む)ではないこと 

7)その他、配分推せん委員会で認めたもの 
 

◇配分事業の例 

１ 備品整備（原則 5年以上の使用が見込まれるもの。消耗品は除く。） 

・利用者が日常的に使用するもの（電化製品、家具・備品、遊具、等） 

・利用者の就業・生活訓練、授産作業等で使用するもの（機器、作業台、等） 

・利用者や地域住民が使用する防災・災害対策用備品（日常活動での使用も見込まれ

るもの） 

２ 小破修理（トイレ・扉などの改修・修理、等） 

※貸主責任で整備すべきものは対象外です。 

３ 利用者の生活の向上に資する事業（研修、訓練、交流事業、等） 

※申請書記入の際は、下記をご参照の上、事業の福祉的意義を明示するようご配慮下

さい。 

宿泊訓練、日帰り研修、社会体験、職業体験、地域交流、音楽療法、スポーツ・文

化活動、防災研修、講習会、等 
 

 



2 

◇配分対象としないものの例 

・施設・団体維持に係る運営経費（家賃、光熱水費、職員人件費、等） 

・施設・団体の責任で設置する設備、事業の実施など（防犯設備、職員を対象とした研修会、

等） 

・主に事務・管理的な用途で使用するもの（什器・備品、電子機器、ナースコール、等） 

・備品購入および事業実施の際の間接的経費（備品処分費、リサイクル費、送料、諸経費、

行事保険、見積によらない謝礼、等） 

※「申請事業費」は、見積もりから間接的経費を除いた額として下さい。ただし、対象外

項目が記載された見積書も添付資料として有効ですので、それらを除いた見積書を別途

取る必要はありません。 

 
 

Ⅲ 配分申請額 

 10万円～30万円以内 

※なお、地域によっては、10 万円未満の配分申請額の申請を受け付ける場合もあります。

申請書提出先にご確認ください。 

①配分申請額は、申請事業費＊の 75％以内（万円未満切り捨て）です。 

＊「申請事業費」は、その事業に係る収入合計から[その他の収入]（参加者負担金、寄付

など）を除いた額としてください。また、上記間接的経費等の対象外経費を含めないで

下さい。 

②配分申請を元に、所在する地域の募金額や配分申請状況・申請内容等により、配分の可否・

配分額を決定します。ご要望に沿えない場合もあります。ご留意ください。 
 

Ⅳ 申請書式（全地区共通） 

 「地域配分（Ｂ配分）申請書」をダウンロードしてお使いください。 

※ダウンロードする環境がない場合は、返信用封筒（返信先記入済み、110 円切手貼付）を   

東京都共同募金会もしくは地域の配分推せん委員会までお送りください。申請書（申請書

1及び 2）をお送りいたします。 

※申請書の記入に際しては、本書（申請要領）、「申請書記入例」をご参照ください。 
 

Ⅴ 添付書類 

・備品整備、小破修理の場合は見積書（カタログは不可。インターネットを介した見積書も

可。）の写し。 

・見積書が添付できない事業などの申請の場合は、施設・団体の責任者名の記載、 捺印な

どを伴う実施計画書（予算含む）を添付してください。＊書式任意 
 

Ⅵ 申請書提出期限  令和 7年 8月 29日（金）17時 必着
．．

 

※申請書をご送付いただく際は、「信書」の送達が可能な郵便等をご利用ください。 

※施設・団体の所在地に「地区配分推せん委員会」が設置されている場合、提出先、提出期

限、提出方法が異なる場合がありますので、下記【Ⅷ 申請上の注意および申請書提出先】

欄をご覧の上、各委員会へお問い合わせください。 
 

Ⅶ 申請上の注意および申請書提出先 

○申請書のご提出にあたっては、配分要綱、申請要領、記入例、をご覧の上、不備や不足の

ないようご注意ください。 

http://www.tokyo-akaihane.or.jp/shinsei/download.php
http://www.tokyo-akaihane.or.jp/shinsei/kinyuuyouryou.php
http://www.tokyo-akaihane.or.jp/shinsei/haibunyoukou.php
http://www.tokyo-akaihane.or.jp/shinsei/kinyuuyouryou.php
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○都内各地域で複数の施設を運営している法人におかれましては、法人においてそれぞれの

地域ごとにお取りまとめの上、ご提出いただきますようお願いいたします。 

○申請施設・団体の所在地により、申請書の提出先等が異なります。下記「直接申請書を受

け付ける地区配分推せん委員会一覧」の地域では、各地区に設置された配分推せん委員会

にて直接「地域配分（Ｂ配分）」申請書の受付を行います。提出先をご確認ください。 

・申請を直接受け付ける地区配分推せん委員会では、募集方法（受付期間、受付条件など）

を地区ごとに定めている場合がありますので、各委員会まで直接お問い合わせください。 

・地区配分推せん委員会は、同地区管内に所在する施設・団体の申請に関してのみ対応い

たします。 

・各地区配分推せん委員会の所在地、電話番号等は申請要領または都共募ホームページを

ご覧ください。 

◎直接申請書を受け付ける地区配分推せん委員会一覧 

・千代田区  ・中央区  ・港区    ・新宿区   ・文京区   ・台東区 

・墨田区   ・江東区  ・品川区   ・目黒区   ・大田区   ・世田谷区 

・中野区   ・杉並区  ・豊島区   ・北区    ・荒川区   ・板橋区 

・練馬区   ・足立区  ・葛飾区   ・江戸川区  ・八王子市  ・武蔵野市 

・府中市   ・調布市  ・小金井市  ・日野市   ・東村山市  ・国分寺市 

・国立市   ・狛江市  ・東大和市  ・清瀬市   ・東久留米市 ・多摩市 

・稲城市   ・羽村市  ・あきる野市 ・瑞穂町   ・奥多摩町 

※上記以外の地域の施設・団体からの申請は、東京都共同募金会・事務局にて受け付けます。 
 

Ⅷ 配分の決定について 

各地区配分推せん委員会からご推せんいただいた配分案件につきまして、東京都共同募金

会・配分委員会並びに理事会において審議・決定した後、令和 8年 3月下旬から 4月上旬に

文書にて通知いたします。 
 

Ⅸ 配分金交付時期 

  令和 8年 6月（予定） 
 

Ⅹ 地域配分（Ｂ配分）使途報告書等の提出について…「配分要綱第 9条の 3参照」 

事業完了後、直ちに使途報告書（正・副２部）をご提出ください。 

※使途報告書提出先は、上記Ⅷの配分申請書の提出先と同じです。 

※法人内の複数施設の配分が決定された場合、法人にて地域ごとの配分決定施設分の使途報

告書をお取りまとめいただき、ご提出ください。 
 

<注意>使途報告書のご提出がされない場合、次回以降の配分申請をお断りする場合があります

ので、ご留意ください。 
 

Ⅺ その他 

「地域配分（Ｂ配分）」と「全都配分（Ａ配分）」を、同じ年度に申請することも可能で

す。但し、同一事業（もしくはそれに準ずるもの）を両配分に申請することはできません。

詳しくは東京都共同募金会へお問い合わせ下さい。 

 

社会福祉法人 東京都共同募金会 事業部 配分担当 
〒169-0072 東京都新宿区大久保 3-10-1 東京都大久保分庁舎 201 
電話：03-5292-3183 / email：haibun@tokyo-akaihane.or.jp 

mailto:haibun@tokyo-akaihane.or.jp
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地域配分（Ｂ配分）申請書受付地区配分推せん委員会一覧   ※下記区市町村以外は、東京都共同募金会にて申請書を受け付けます。 （↓前年度参考） 

区市町村 地域配分（B 配分）申請書受付窓口 電 話 番 号 〒 所  在  地 

受 付 締 切 

詳細は各地区事務局へご

確認ください 

千代田区 東京都共同募金会千代田地区配分推せん委員会 03-3265-1901 102-0074 九段南 1-6-10 かがやきﾌﾟﾗｻﾞ 4 階（福）千代田区社会福祉協議会 令和 6 年 8 月末日 

中央区 東京都共同募金会中央地区配分推せん委員会 03-3206-0506 104-0032 八丁堀 4-1-5 (福)中央区社会福祉協議会 令和 6 年 10 月末日 

港区 港地区配分推せん委員会 03-6230-0280 106-0032 六本木 5-16-45 麻布地区総合支所 2 階 (福)港区社会福祉協議会 令和 6 年 11 月中旬 

新宿区 共同募金会新宿地区協力会 03-5273-2941 169-0075 高田馬場 1-17-20 (福)新宿区社会福祉協議会 年 4 回 

文京区 東京都共同募金会文京地区配分推せん委員会 03-3812-3040 113-0033 本郷 4-15-14 文京区民ｾﾝﾀｰ 4 階 (福)文京区社会福祉協議会 令和 6 年 10 月末日 

台東区 東京都共同募金会台東地区配分推薦委員会 03-5828-7545 110-0004 下谷 1-2-11 (福)台東区社会福祉協議会 令和 6 年 9 月末日 

墨田区 東京都共同募金会墨田地区配分推薦委員会 03-3614-3900 131-0032 東向島 2-17-14 すみだﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ内 (福)墨田区社会福祉協議会 令和 6 年 9 月末日 

江東区 東京都共同募金会江東地区配分推薦委員会 03-3647-1898 135-0016 東陽 6-2-17 高齢者総合福祉ｾﾝﾀｰ内 (福)江東区社会福祉協議会 令和 6 年 8 月中旬 

品川区 東京都共同募金会品川区配分推せん委員会 03-5718-7171 140-0014 大井 1-14-1 大井 1 丁目共同ﾋﾞﾙ 2 階 (福)品川区社会福祉協議会 令和 6 年 1 月末日 

目黒区 共同募金目黒区配分推薦委員会 03-3714-2262 153-0051 上目黒 2-19-15 目黒区総合庁舎別館 3 階 (福)目黒区社会福祉協議会 令和 6 年 8 月末日 

大田区 東京都共同募金会大田地区配分推せん委員会 03-3736-2023 144-0051 西蒲田 7-49-2 大田区社会福祉ｾﾝﾀ  ー (福)大田区社会福祉協議会 令和 6 年 9 月下旬 

世田谷区 世田谷区共同募金配分推せん委員会 03-5429-2233 154-0066 成城 6-3-10 成城 6 丁目事務所棟 4 階 (福)世田谷区社会福祉協議会 令和 6 年 10 月上旬 

中野区 東京都共同募金会中野地区配分推せん委員会 03-5380-0751 164-0001 中野 5-68-7 ｽﾏｲﾙなかの 4 階 (福)中野区社会福祉協議会 令和 6 年 12 月中旬 

杉並区 東京都共同募金会杉並地区配分推せん委員会 03-5347-2064 167-0032 天沼 3-19-16 ウェルファーム杉並 4 階 (福)杉並区社会福祉協議会 令和 6 年 8 月末日 

豊島区 東京都共同募金会豊島地区配分推せん委員会 03-3981-2930 170-0013 東池袋 1-39-2 豊島区役所東池袋分庁舎 4 階 (福)豊島区民社会福祉協議会 令和 6 年 10 月末日 

北区 東京都共同募金会北地区配分推せん委員会 03-3906-2352 114-0021 岸町 1-6-17 (福)北区社会福祉協議会 令和 6 年 9 月末日 

荒川区 荒川区社会事業後援会 03-3802-3953 116-8501 荒川 2-2-3 荒川区役所福祉部福祉推進課 地域福祉係 令和 6 年 8 月末日 

板橋区 東京都共同募金会板橋地区配分推せん委員会 03-3964-0235 173-0004 板橋 2-65-6 板橋区立情報処理ｾﾝﾀ-内 (福)板橋区社会福祉協議会 令和 6 年 10 月末日 

練馬区 東京都共同募金会練馬地区配分推せん委員会 03-3992-5600 176-0012 豊玉北 5-14-6 新練馬ﾋﾞﾙ 5 階 (福)練馬区社会福祉協議会 令和 6 年 10 月末日 

足立区 東京都共同募金会足立区配分推せん委員会 03-3880-5740 120-0011 中央本町 1-17-1 足立区役所内 (福)足立区社会福祉協議会 令和 6 年 10 月末日 

葛飾区 東京都共同募金会葛飾地区配分推薦委員会 03-5698-2411 124-0006 堀切 3-34-1 地域福祉･障害者ｾﾝﾀｰ (福)葛飾区社会福祉協議会 令和 6 年 10 月末日 

江戸川区 東京都共同募金会江戸川地区配分推せん委員会 03-5662-0515 132-8501 中央 1-4-1 江戸川区役所生活振興部地域振興課ｺﾐｭﾆﾃｨ係 令和 6 年 8 月末日 

八王子市 八王子地区配分推せん委員会 042-673-2011 193-0831 並木町 15-15  2 階(福)八王子市社会福祉協議会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀ  ー 令和 6 年 10 月中旬 

武蔵野市 武蔵野地区配分推せん委員会 0422-23-0701 180-0001 吉祥寺北町 1-9-1 (福)武蔵野市民社会福祉協議会 令和 6 年 10 月下旬 

府中市 府中市共同募金協力会地区配分推せん委員会 042-364-5137 183-0055 府中町 1-30 ふれあい会館 2 階 (福)府中市社会福祉協議会 令和 6 年 9 月下旬 

調布市 東京都共同募金会調布地区配分推せん委員会 042-481-7617 182-0026 小島町 2-47-1 総合福祉ｾﾝﾀｰ内 (福)調布市社会福祉協議会 令和 6 年 8 月末日 

小金井市 東京都共同募金会小金井地区配分推せん委員会 042-386-0294 184-0004 本町 5-36-17 (福)小金井市社会福祉協議会 令和 6 年 8 月末日 

日野市 東京都共同募金会日野地区配分推せん委員会 042-582-2319 191-0011 日野本町 7-5-23 中央福祉ｾﾝﾀｰ内 (福)日野市社会福祉協議会 総務係 令和 6 年 10 月末日 

東村山市 東京都共同募金会東村山地区配分推せん委員会 042-394-6333 189-0022 野口町 1-25-15 東村山市地域福祉ｾﾝﾀｰ 1 階 (福)東村山市社会福祉協議会 令和 6 年 9 月下旬 

国分寺市 東京都共同募金会国分寺地区配分推せん委員会 042-324-8311 185-0003 戸倉 4-14 国分寺市立福祉ｾﾝﾀｰ 1 階 (福)国分寺市社会福祉協議会 令和 6 年 11 月下旬 

国立市 東京都共同募金会国立地区配分推せん委員会 042-575-3226 186-8555 富士見台 2-38-5 くにたち福祉会館内 (福)国立市社会福祉協議会 令和 6 年 10 月末日 

狛江市 東京都共同募金会狛江地区配分推薦委員会 03-3488-0294 201-0013 元和泉 2-35-1 あいとぴあｾﾝﾀｰ内 (福)狛江市社会福祉協議会 令和 6 年 10 月末日 

東大和市 東京都共同募金会東大和地区配分推せん委員会 042-564-0012 207-0015 中央 3-912-3 (福)東大和市社会福祉協議会 令和 6 年 8 月末日 

清瀬市 東京都共同募金会清瀬地区配分推せん委員会 042-495-5333 204-0011 下清戸 1-212-4 清瀬市ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ 2 階 (福)清瀬市社会福祉協議会 令和 6 年 8 月末日 

東久留米市 東京都共同募金会東久留米地区配分推せん委員会 042-475-0739 203-0033 滝山 4-3-14 わくわく健康ﾌﾟﾗｻﾞ (福)東久留米市社会福祉協議会 令和 6 年 9 月末日 

多摩市 東京都共同募金会多摩地区配分推せん委員会 042-373-5611 206-0032 南野 3-15-1 多摩市総合福祉ｾﾝﾀｰ 7 階(福)多摩市社会福祉協議会 令和 6 年 11 月上旬 

稲城市 東京都共同募金会稲城地区配分推せん委員会 042-378-3800 206-0804 百村 7 福祉ｾﾝﾀｰ内 (福)稲城市社会福祉協議会 令和 6 年 11 月中旬 

羽村市 東京都共同募金会羽村地区配分推せん委員会 042-554-0304 205-0002 栄町 2-18-1 羽村市福祉ｾﾝﾀｰ内 (福)羽村市社会福祉協議会 令和 6 年 10 月末日 

あきる野市 東京都共同募金会あきる野地区配分推せん委員会 042-559-6711 197-0812 平沢 175-4 秋川ふれあいｾﾝﾀ-内 (福)あきる野市社会福祉協議会 令和 6 年 10 月末日 

瑞穂町 東京都共同募金会瑞穂地区配分推薦委員会 042-557-0159 190-1211 大字石畑 2008 瑞穂町ふれあいｾﾝﾀｰ内 (福)瑞穂町社会福祉協議会 令和 6 年 8 月末日 

奥多摩町 東京都共同募金会奥多摩町地区配分推せん委員会 0428-83-3855 198-0212 氷川 199 福祉会館内 (福)奥多摩町社会福祉協議会 令和 6 年 10 月末日 
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